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（埼玉県立入間わかくさ高等特別支援学校） 

〒350-1324 狭山市稲荷山２－６－１ 

（県立狭山経済高等学校内） 

ＴＥＬ  ０４－２９６９－６１０１ 

ＦＡＸ  ０４－２９６９－６１３３ 

 

 



1 

１ 募集人員 

普通科  第１学年 ６３名 

 

２ 出願資格 

出願資格は、次の(1)のいずれかの条件を満たし、かつ、(2)及び(3)に該当する者とします。

ただし、特別支援学校高等部、高等学校、もしくは中等教育学校の後期課程に在学している

者は、出願できません。 

（1） 次のいずれかの条件を満たす者 

  ア 平成２８年３月に特別支援学校中学部又は中学校を卒業する見込みの者、若しくは

中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者 

  イ 特別支援学校中学部又は中学校を卒業した者、若しくは中等教育学校の前期課程を

修了した者 

  ウ 学校教育法施行規則第９５条の各号の一に該当する者 

（2） 保護者とともに県内に居住している者 

（3） 学校教育法施行令第２２条の３の規定に該当する者 

 

 

 

 

 

 

３ 通学区域 

  入間市・狭山市・所沢市・飯能市・日高市に保護者とともに居住している者 

 

４ 事前相談 

 入学志願者は出願手続きの前に、事前相談を必ず受けてください。 

 県立入間わかくさ高等特別支援学校（県立狭山経済高等学校内の県西南部地域特別支援学

校（仮称）開設準備室が業務を担う。以下、「開設準備室」という。）へ直接連絡の上、事前

相談日を予約してください。事前相談時に入学願書等を配布します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 出願手続 

（1） 入学願書等の請求 

  ア 請求する書類等 

   入学志願者は、下記の書類を事前相談時に直接請求してください。 

 

【知的障害】 

 １ 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を 

  必要とする程度のもの 

 ２ 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応 

  が著しく困難なもの 

①期間  平成２７年１１月１３日（金）から平成２８年１月２９日（金） 

     但し、土曜日、日曜日、祝祭日、及び１２月２６日（土）から１月３日（日） 

     までの年末年始は除きます。 

②時間  午前９時から１１時４５分まで及び午後１時３０分から午後４時１５分まで 

③場所  開設準備室（県立狭山経済高等学校セミナーハウス） 

④持ち物 知的障害があることを証明するもの（療育手帳または、知的障害がある旨の医師 

     の診断書の写し）、上履き、筆記用具 

⑤申込開始日 平成２７年１０月２６日（月） 
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（2） 入学願書等の提出期間等 

  ア 提出期間及び受付時間 

 

 

   

  イ 提出先 

  入学志願者は、入学願書等を持参の上、開設準備室（県西南部地域特別支援学校(仮 

 称)開設準備委員長宛）へ直接提出してください。 

※提出書類の確認等受付業務を円滑に行うため、生徒のみでの提出はご遠慮ください。 

（3） 出願に必要な書類 

 

 

 

 

（4） 受検票の交付 

入学願書の受付時に、その場で受検票（わかくさ様式４）を交付します。 

（5） 入学選考手数料 

無料とします。 

  (6) 併願等 

   ア 県立特別支援学校さいたま桜高等学園、羽生ふじ高等学園及び県立入間わかくさ高 

    等特別支援学校（職業学科）並びに県立川越特別支援学校川越たかしな分校・草加か 

    がやき特別支援学校草加分校・大宮北特別支援学校さいたま西分校の入学許可候補者 

    となった者で入学辞退届を提出していない者は、開設準備室（県西南部地域特別支援 

    学校(仮称)開設準備委員長宛）に「入学願書」を提出することはできません。 

   イ 本校で入学許可候補者となった者は、県公立高等学校へ「入学願書」を提出するこ 

    とはできません。 

  (7) 学習の記録等通知書の通知 

    入学志願者調査書を作成した出身中学校長は、学習の記録等通知書を入学願書等の提 

   出期間の第１日の１０日前までに、入学志願者の保護者に通知してください。 

    

６ 志願先変更 

  急な転居等の特別な事情で志願先学校に変更が生じた場合は、関係学校長等と協議の上、 

 出身学校長を経て、「志願先変更願」（わかくさ様式５）及び受検票を、速やかに開設準備室 

 （県西南部地域特別支援学校(仮称)開設準備委員長宛）に提出してください。 

 

７ 志願取消し 

  志願取消しを希望する者は、中学校長等を経て「志願取消届」（わかくさ様式６）及び受検 

① 入学願書（わかくさ様式１） 

② 平成２８年度埼玉県立特別支援学校高等部入学志願者調査書 

（以下「入学志願者調査書」という。）（様式２・様式２－２） 

③ 学習の記録等通知書（様式３・様式３－２） 

④ その他関係書類 

① 提出期間 平成２８年２月１日（月）及び２月２日（火） 

② 受付時間 午前９時３０分から正午まで及び午後１時から午後４時３０分まで 

① 入学願書（わかくさ様式１） 

② 入学志願者調査書（出身中学校に依頼してください。開封したものは無効です。） 

③ 受検票（必要事項をあらかじめ記入してください。）（わかくさ様式４） 
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票を速やかに開設準備室（県西南部地域特別支援学校(仮称)開設準備委員長宛）に提出して

ください。 

 

 ８ 入学選考日、選考場所及び選考方法 

（1） 入学選考日及び選考場所 

  ア 入学選考日 

 

 

  イ 選考場所 

入間市産業文化センター 

（2） 選考方法 

学力検査（国語・数学）、運動能力検査、作業能力検査、生徒面接、保護者面接、 

中学校長等の作成した調査書に基づいて総合的に選考を行う。 

（3） 持ち物 

 受検票、鉛筆、消しゴム、定規、上履き、運動着（上下）、 

 必要に応じて、飲み物、着替えの入るバッグ等を持参してください。 

（4） 注意事項 

  ア 受検者は、必ず保護者同伴で集合してください。 

  イ 急病その他やむを得ない事情で、入学選考日に受検できない場合は、中学校長等を

経て、開設準備室に連絡を入れてください。その後速やかに、その事由を証明する書

類（様式については特に定めません）を作成し、中学校長等を経て、当日までに開設

準備室（県西南部地域特別支援学校（仮称）開設準備委員長宛）に提出してください。 

 

 ９ 入学許可候補者の発表及び必要書類 

（1） 入学許可候補者の発表 

 

 

 

 

 

※同時に県西南部地域特別支援学校（仮称）開設準備室ホームページにも掲載します。 

（2） 必要書類の交付 

入学許可候補者は、開設準備室（県立狭山経済高等学校セミナーハウス内）にて受検票

を提示し、午前９時３０分から正午まで及び午後１時から４時までの間に必要書類を受

け取ってください。 

 

１０ 選考結果の通知 

当該中学校長等あてに、別途通知します。 

 

１１ その他 

（1） 受検の際に、配慮が必要な場合は事前にお知らせください。（発作、その他） 

（2） 県外に居住する者で、本県への転居等の事情により高等部普通科への入学を希望する 

  者は、出願前に開設準備室と相談してください。 

平成２８年２月９日（火）  

① 日 時 平成２８年２月１８日（木）午前９時３０分から午後４時００分 

② 場 所 開設準備室（県立狭山経済高等学校セミナーハウス入口） 

③ 方 法 受検番号を掲示します。 

※ 電話等による結果についての問い合わせには応じません。 
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県西南部地域特別支援学校（仮称）開設準備室  

（県立入間わかくさ高等特別支援学校） 

〒 350-1324  狭山市稲荷山２－６－１ 

（県立狭山経済高等学校内） 

ＴＥＬ ０４－２９６９－６１０１ 

ＦＡＸ ０４－２９６９－６１３３ 

（3） 新入生の入学金、授業料は徴収しませんが、制服・体育着・教科書等の実費が別途必要 

となります。 

（4） 問い合わせ先 

 


